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新品目等チャレンジ栽培実証事業 

時津町では、町内の農業振興及び後継者づくりを目指して、主要作物であるみか

ん、ぶどう及びびわに加わる付加価値の高い新品目等を栽培実証する時津町新品

目等チャレンジ栽培実証事業を実施します。 

栽培実証事業に必要な経費(種苗・資材等)については、時津町新品目等チャレン

ジ栽培実証事業補助金を交付します。 

町内の農業者（本町の農地台帳に登録されている者） 

対象者 

補助金の額 

上限４５万円（補助率１００％） 

応募方法 

実施にあたっては、事前に企画提案書を提出いただき、審査をおこないます。 

※本事業について、詳しくは町産業振興課農林水産係(直通☎：095-882-3801) 

までお尋ねください。 

時津町内で現在栽培されていない新品目、新品種、または新作型等 

対象品目 

プラスアルファ 

 


